
令和３年１１月２６日 

ご利用の皆様へ 

 

小平市立地域センターの利用制限について 

 

日頃より地域センター業務にご協力頂きありがとうございます。 

小平市立地域センターについて、一部利用制限を行いつつ、集会室、娯楽室等の利用を再開

しております。令和３年１２月１日から、一部利用制限を変更いたしますので、お知らせいた

します。 

 

１ 概要 

利用人数や時間制限等一部の利用制限を変更します。 

 

２ 開始日 

令和３年１２月１日（水曜日）から 

 

３ 詳細 

(1)部屋の利用人数について 

定員の半分としていましたが、通常どおりの定員を上限とします。ただし、ソーシャ

ルディスタンスの確保をお願いします。 

(2)利用制限について 

 利用できます 利用できません 

部
屋 

集会室、娯楽室、遊戯室、ロビー、 

調理室、給湯室等、利用可能 

冷水器は利用できません。 

活
動
の
内
容 

・会議・学習等（書道、工作、英会話、着付け、

編物、茶道、華道等） 

・運動系（社交ダンス、空手、ダンス、軽体操・

ストレッチ、気功・太極拳、ヨガ、卓球等） 

・音楽等（合唱・コーラス、楽器活動、民謡・

詩吟、演劇、リトミック、カラオケ等） 

・親子サークル ・囲碁、将棋 

※マスク着用のまま、行える活動に限り、利用

可能とします。（ただし、口で吹く楽器の演奏

等を除きます。） 

飲食を主目的とする会合では、 

利用できません。 

ただし、会話をせずに、 

黙食であれば、可能とします。 

備
品
貸
出 

備品（スクリーン、プロジェクタ、ホワイトボ

ード、テレビ、カラオケ等）は、利用可能 

ラジカセ、囲碁・将棋等は、貸出可能 

卓球のラケット及びボールは、貸出可能 

※消毒は、ご利用の皆様にお願いします。 

 

(3)加えて、別紙の「利用チェックシート」で、非該当の項目がない場合、利用可能です。 

 

問合せ先：小平市 市民協働・男女参画推進課 地域センター担当 

０４２－３４６－９８１２（直通） 


